
 瀬戸市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月２９日 

瀬戸市長 伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第１号 

   瀬戸市議会委員会条例の一部を改正する条例 

  瀬戸市議会委員会条例（昭和４１年瀬戸市条例第４号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（常任委員の所属、常任委員会の名称、常任委

員の定数及びその所管） 

（常任委員の所属、常任委員会の名称、常任委

員の定数及びその所管） 

第２条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 総務生活委員会の所管事項は、次のとおりと

する。 

⑴ 市長直轄組織危機管理課の所管に属する事   

  項 

⑵ 市長直轄組織まちづくり協働課の所管に属 

する事項 

⑶ 市長直轄組織シティプロモーション課の所 

管に属する事項 

⑷ ＜省略＞ 

⑸ ＜省略＞ 

⑹ ＜省略＞ 

⑺ ＜省略＞ 

⑻ ＜省略＞ 

⑼ ＜省略＞ 

⑽ ＜省略＞ 

⑾ ＜省略＞ 

⑿ ＜省略＞ 

第２条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 総務生活委員会の所管事項は、次のとおりと

する。 

⑴ 市長直轄組織防災課の所管に属する事項 

 

 

 

 

 

⑵ ＜省略＞ 

⑶ ＜省略＞ 

⑷ ＜省略＞ 

⑸ ＜省略＞ 

⑹ ＜省略＞ 

⑺ ＜省略＞ 

⑻ ＜省略＞ 

⑼ ＜省略＞ 

⑽ ＜省略＞ 



 

⒀ ＜省略＞ 

４ ＜省略＞ 

５ 都市活力委員会の所管事項は、次のとおりと

する。 

⑴ 地域振興部の所管する事項 

⑵ ＜省略＞ 

⑶ ＜省略＞ 

６ ＜省略＞ 

⑾ ＜省略＞ 

４ ＜省略＞ 

５ 都市活力委員会の所管事項は、次のとおりと

する。 

⑴ 交流活力部の所管する事項 

⑵ ＜省略＞ 

⑶ ＜省略＞ 

６ ＜省略＞ 
  

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


